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§１．はじめに

§１．１．舗装維持管理計画の策定について

五島市が管理する道路（幹線道路及び生活道路）において、舗装の長期的劣化を補

修する計画を策定することにより、更新費用の平準化を図ると共に、維持管理コストの低

減を目指すことを目標とする。

今回計画する「舗装維持管理計画」においては、「わだち」や「ひび割れ」による、ある

一定の範囲の補修を要する箇所（路線）において計画するものであり、ポットホール等の

パッチングにおいては、直営による補修で対応するものとする。

２

「舗装維持管理計
画」の対象とする

直営によるパッチン
グ等の補修を行う



§２．市の管理路線の現状

§２．１．管理路線数及び延長

五島市が管理する道路の延長は、約１,０７３ｋｍであり、道路種別毎の内訳においては、

以下のとおりである。

１級路線   ５０路線 －   １２５．５１km

２級路線   ５７路線 －   １０１．５５km

その他の路線 １,８６２路線 －    ８１０．４８km

【五島市計】       １,９６９路線 － １,０３７．５３km

３

（路線認定調書 令和８年３月
国土交通省道路局 道路施設現況調査 第１号様式より）



§２．市の管理路線の現状

§２．２．舗装修繕計画対象路線数及び延長

五島市が管理する道路のうち、幹線道路及び生活道路を対象とし路面性状調査を行

い、道路パトロール等により「舗装修繕計画」の対象路線を以下のとおりとする。

１級路線  １９路線 －  ５.９１km

２級路線  １６路線 －  ４.４６km

その他の路線 １０路線 －  １.２４km

【五島市計】  ４５路線 － １１.６１km

４

地区名 １級路線 ２級路線 その他の路線 合計

福江地区
１２路線 ９路線 ６路線 ２７路線

３.４１km ３.１３km ０.８８km ７.４２km

岐宿地区
１路線 １路線 ２路線 ４路線

０.２１km ０.１１km ０.２０km ０.５２km

三井楽地区
１路線 ３路線 ０路線 ４路線

０.３２km ０.６５km ０.００km ０.９７km

玉之浦地区
２路線 １路線 １路線 ４路線

１.２５km ０.１１km ０.１１km １．４７km

富江地区
２路線 ２路線 ０路線 ４路線

０.３１km ０.４６km ０.００km ０.７７km

奈留地区
１路線 ０路線 １路線 ２路線

０.４１km ０.００km ０.０５km ０.４６km

合計
１９路線 １６路線 １０路線 ４５路線

５.９１km ４.４６km １.２４km １１.６１km

表２－２－１ 舗装修繕計画地区別路線数及び延長



§２．市の管理路線の現状

§２．３．路面性状調査結果

五島市の舗装の現状把握は、「道路ストック総点検実施要領（案）Ｈ２５.２国土交通省

道路局」に準じて調査を行いました。

今回の調査により、損傷の著しい区間（「わだち掘れ４０mm以上」または「ひび割れ率

４０％以上」の区間）が調査対象路線の約１.６％（４ｋｍ程度）存在している結果となりま

した。

５

図２－３－１ 舗装補修計画延長率（対象延長／調査延長）

85.0%

13.4%
1.6%

補修対象割合

Ａ：概ね良好

Ｂ：経過観察

Ｃ：補修を要する

（五島市道路ストック調査結果より）

また、五島市の舗装劣化は、ひび割れを主体として進行していることがわかりました。

92.1 6.5
1.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ひび割れ率

ひび割れ率

20％未満 20～40％ 40％以上

90.8 8.8
0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

わだち掘れ量

わだち掘れ量

20mm未満 20～40mm 40mm以上



§３．舗装の維持管理方針

§３．１．継続的なマネジメントサイクルの確立

五島市管理の延長１,０４０kmの市道のうち、主要な道路（１級・２級・その他の市道のう

ち重要路線を含む約２４７km）について計画・修繕・調査・改善を定期的に実施し、マネ

ジメントサイクルを定着させます。

６

§３．２．継続的なモニタリングの実施

５年毎の定期点検（路面性状調査）を行うとともに、道路パトロールの実施により、損傷

箇所の早期発見（状況により応急処置）に努めます。

§３．３．舗装修繕箇所の選定

【§３．３．１．選定方法】

路面性状調査により得られた「舗装ひび割れ」及び「わだち掘れ」の発生分布状況や、

他の要因（地域特性）を考慮して、修繕区間を年度毎に設定しました。

【§３．３．２．優先順位の検討】

修繕区間の優先順位は「図-３．３．２ 優先順位フロー」に従って判定を実施しました。

図３-３-２ 優先順位フロー

以下の基準を上回る劣化を示す路線区間を抽出する。

修繕箇所の選定

項 目 修繕箇所の選定基準

ひび割れ ひび割れ率が４０％以上の区間

わだち掘れ わだち掘れ量が４０mm以上の区間
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舗装劣化度の高い路線は、緊急度が高いものと判断されることから優先的に修
繕する方針とし、下記地域特性における「利用度区分」と「総合判断」の項目にお
いて評価点に反映させる。

舗装の劣化度による評価（修繕の必要性）

五島市が管理する道路は多岐に渡っており、全ての道路を同じレベルで評価
することは困難といえる。路線の重要性を位置づける指標として、以下の視点で
評価する。
【評価視点】
●路線特性：大型交通量、国県道へのアクセス道路

→道路区分、利用度区分として評価
●機能性、安全性、防災性：公共施設、学校、緊急輸送道路

→利用度区分、地元要望、総合判断として評価

地域特性による評価

大項目 小項目 区分 区分の内訳 評価点

路線の
重要性

道路区分

市街地-A 市街地,２車線以上の道路 ５

市街地-B 市街地、１車線の道路で車道部が４ｍ以上の道路 ４

市街地-C 市街地、１車線の道路で車道部が４ｍ未満の道路 ２

地方部-A 地方部または点在する集落地、２車線以上の道路 ４

地方部-B 地方部または点在する集落地、１車線の道路で車道部が４ｍ以上の道路 ３

地方部-C 地方部または点在する集落地、１車線の道路で車道部が４ｍ未満の道路 １

利用度区分

高い ５

やや高い ４

普通 ３

やや低い ２

低い １

地元要望な
ど

強い要望 ４

要望有り ２

特になし ０

総合判断 調整点 道路管理者による総合評価点（関連工事予定や特殊事情など） ０～６

表３-３-２ 優先順位の評価基準
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§３．舗装の維持管理方針

§３．４．舗装修繕計画の見直し

今回調査した路線を中心に継続的に調査を実施して五島市の舗装劣化進行度を把

握して計画の見直しを実施し、舗装修繕の迅速化と経費節約に努めます。

•補修の実施•路面性状調査

•舗装修繕計画•計画の改善

•見直し

Action Plan

DoCheck

図３-４ PDCAサイクル図

【計画の改善・見直し】

・路面性状調査結果による優先順位の見直し

・見込みより劣化が早い区間の修繕時期見直し

・新技術導入等に伴う修繕コスト見直し

・予算状況による計画見直し 等
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§４．舗装の修繕計画

§４．１．中長期計画及び短期計画

【§４．１．１．中長期計画 】

§３．３．舗装修繕箇所の選定に基づき、舗装修繕費用の算出及び年次計画を策定し、

計画的な修繕管理を行っていく。

路面性状調査においても５年に１回を目途に調査を行い、予算措置に伴う修繕の遅れ

を加味して計画の見直し等を行ってまいります。

【§４．１．２．短期計画】

§４．１．１．中長期計画の年次計画を基に、優先度の高い箇所（ＭＣＩ ３.０以下）から

の実施を行ってまいります。

修繕実施区間は１００ｍ以上で１区間とし、修繕実施区間に挟まれる区間が１００ｍ未

満となる場合は、併せて修繕実施区間に選定します。

また、修繕実施区間に挟まれる区間が、連続してＭＣＩ ４.０以下である場合においても、

併せて修繕実施区間に選定します。

●修繕区間に挟まれる区間が１００ｍ未満の場合

●修繕区間に挟まれる区間が連続してＭＣＩ ４.０以下の場合

●修繕区間に挟まれる区間が連続してＭＣＩ ４.０以下でない場合
凡　　例

早急に修繕が必要

修繕が必要である

望ましい管理水準

修繕実施区間

修繕区間

MCI　3.0 MCI　5.5 MCI　3.0

100 84 100

修繕区間

MCI　3.0 MCI　3.5 MCI　3.8 MCI　3.0

100 100 100 100

修繕区間 修繕区間

MCI　3.0 MCI　3.8 MCI　4.2 MCI　3.0

100 100 100 100
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§５．年度別修繕事業費

§５．１．修繕事業費の算出方法

今回修繕事業費の算出方法においては、舗装の修繕方法を検討するために、ＣＢＲ

調査又はＦＷＤ調査において路床や舗装の状態を調査し、舗装構成又は修繕方法に

おいて検討を行うための調査費用を計上する。

調査結果を基に舗装の修繕費用が必要となるが、現段階において修繕工法等が明ら

かでない為、舗装構成（表層４cm、上層路盤７ｃｍ、下層路盤１１cm）の全層打替えにか

かる費用を計上する。

年度別修繕事業費においては、上記の調査費、修繕工事費の合計を計上するものと

する。

近年、舗装の修繕に要する費用（資材及び人件費等）が増加傾向にあり、舗装劣化の

進行も顕著であることから、必要に応じて年度別修繕事業費の見直しを行うものとする。

§５．２．年度別修繕事業費

年度 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

事業費計 ４０ ３０ ３０ ３０ ４０ ５０ ５０ ５０ ５０

表５-２ 年度別修繕事業費 単位：百万円
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